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個人で電子申請する場合 （予防技術検定）  

  個人で電子申請する場合、以下の流れで行います。 

【電子申請トップ画面より申し込む場合】 

① （一財）消防試験研究センターのホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当センターのホームページ

（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）より 

 

をクリックします。 

画面遷移し、「②電子申請トップ」画面が表示

されます。 
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② 電子申請トップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②電子申請トップ 

画面にて、受検申請、電子申請状況確認、受

検票ダウンロードを行います。 

 

電子申請は、個人で申請する場合は、 

「インターネットによる受検申請」の 

を押すと、③受検申請画面に

遷移します。 

 

※システムメンテナンス中は、電子申請する

ことが出来ません。 

（毎週土曜日午前１時００分から午前５時００

分まで） 
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③ 受検申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③受検申請 

【予防技術検定】 

初めて電子申請する方は、 を押し

てください。電子申請の④受検申請の条件

確認画面に遷移します。 
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④ 電子申請の条件確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④電子申請の条件確認 

電子申請は、以下の条件を満たした場合に

のみ、可能となります。 

すべて、必須項目です。 

 

[2.検定案内の確認について] 

[3.メールアドレスの受信確認について]※ 

[4.受検履歴について] 

[5.受検票の印刷について] 

 

上記の項目について、すべてチェックして、

を押してください。 

⑤利用許諾画面に遷移します。 

 

を押すと、②電子申請トップ画面に

戻ります。 

 

※[3.メールアドレスの受信確認について] 

当センターからのメールが受信可能か不明

な場合は、メールアドレスを入力し、

ボタンを押して、「メールアドレス受信確認」の

メールを受信されたのを確認して、チェックを

付けてください。 
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⑤ 利用許諾 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 前回受検データ入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤利用許諾 

利用許諾を確認していただいて、同意される

方のみ、電子申請が利用できます。 

 

同意する場合は、 を押してくださ

い。 

 

電子申請の条件確認の受検履歴で、 

「過去に受検履歴があり、合格している」、 

「過去に受検履歴があり、合格していない」 

を選択した場合は、⑥前回受検データ入力

画面に遷移します。 

「過去に受験した履歴がない」 

を選択した場合は⑦受検地選択画面に遷移

します。 

 

同意しない場合は、 を押してくださ

い。 

③ 受検申請画面に戻ります。 

 

⑥前回受検データ入力 

フリガナ（氏、名）、生年月日、検定日（前回

検定日）、受検番号の前回の受検データ（す

べて必須）を入力して、 を押すと

⑦受検地選択画面に遷移します。 

 

を押すと、⑤利用許諾画面に戻り

ます。 
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⑦ 受検地選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦受検地選択 

受検したい都道府県を、日本地図または都

道府県名から選択すると、⑧検定区分選択

画面に遷移します。 

 

※日本地図の上に、マウスカーソルを移動す

ると、都道府県がオレンジ色に変化します。 

 

を押すと、⑤利用許諾画面または

⑥前回受検データ入力画面に戻ります。 
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⑧ 検定区分選択 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ 検定区分選択 

受検したい検定日、受検地、電子申請受付

期間を確認して、検定区分のリンクを選択す

ると、⑨願書情報入力画面に遷移します。 

 

 

を押すと、⑦受検地選択画面に戻

ります。 
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⑨ 願書情報入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨願書情報入力 

受検申請者の願書情報を入力します。 

 

【受検情報】 

・都道府県、検定日、検定区分、受検地が間

違っていないことを確認します。 

・受検資格／科目免除について、プルダウン

から選択します。 

 

 

【申請者情報】 

フリガナ、氏名、生年月日、郵便番号、住所、

自宅電話番号又は携帯電話番号、勤務先等

連絡先、連絡先電話番号（携帯電話も可）、

内線、職業・学校等、メールアドレス、メール

アドレス確認を入力・選択します。 

 

すべての入力・選択が終了したら、

を押してください。 

・選択した受検資格／科目免除について証

明書類が必要な場合は、⑩アップロード画面

に遷移するメールが送信されます。 

・上記以外の場合は、⑪願書情報確認に遷

移します。 

 

を押下すると、⑧検定区分選択画

面に戻ります。 
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【既得免状がある場合、再受験の場合】 

 

フリガナ、氏名、生年月日、本籍(※予防技術

検定の場合は不要)は入力できません。 

なお、氏名に外字が含まれている場合は、該

当する文字が「■」で伏せ字として表示されま

す。 

 

その場合は、説明文内の「こちら」をクリック

すると、外字確認用の PDF が表示されます。 
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⑩ 証明書類アップロード 

 
 

・ファイルアップロード用画面(ポップアップ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑩証明書類アップロード 

⑨願書情報入力にて証明書類が必要な場合に送信

されるメール内の URL をクリックすることで証明書類

アップロード専用の画面が開きます。 

既得免状については当センターで管理済みなのでア

ップロードは不要です。 

表示される書類をアップロードするには、 ボタ

ンを押してファイルアップロード用画面を開いてくださ

い。 

 

下部のリストにアップロードされたファイルが表示さ

れますので、問題なければ ボタンを押し

てください。 

「複数受検／同日併願受検を希望する」を選択して

いる場合は、⑧検定区分選択画面に、希望していな

い場合は、⑪願書情報確認画面へ遷移します。 

を押した場合はアップした情報を保存し

た状態で画面を閉じることが可能になります。再開す

るには、メール内の URL をクリックして本画面を開い

てください。 

 

ファイルアップロードの方法として、以下の 3 つの方

法があります。 

1. ファイルを選択 

エクスプローラが開きますので該当ファイルを選

択してください。 

2. ファイルをドロップ 

別で開いているエクスプローラなどからファイル

を表示される枠内にドラッグしてください。 

3. カメラで撮影する 

カメラ撮影が可能です。 

※携帯電話の場合は「ファイルを選択」のみ表示さ

れ、メーカーに準拠したファイル選択＋カメラアプリが

起動します。 

下部のリストにアップロードされたファイルが表示さ

れますので、問題なければ、 ボタンを

押して前画面に戻ります。 

を押すと、アップロードしたファイルは取

り消しされた状態で前画面に戻ります。 
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⑪ 願書情報確認 

 

⑪願書情報確認 

願書情報入力画面で、入力した願書情報が

正しいことを確認します。 

 

電子申請受付番号は、願書情報を入力した

時点で自動的に付番されます。 

問合せ時に必要となります。 

メモを取るかページ下端の ボタン

を押下して印刷し、お手元に保管してくださ

い。 

 

を押下すると、⑨願書情報入力画

面に戻ります。 

 

【検定手数料のお支払い手続きについて】 

検定手数料のお支払いは、以下の方法があ

ります。 

 

・ペイジー（ATM、インターネットバンキング） 

・クレジットカード 

・コンビニエンスストア 

・スマホ決済 

・前回受検申請時の決済が同額・支払済で

審査未了かつ未還付だった場合の振替 

 ※振替可能な場合は対象の前回電子申請

受付番号が表示されます。 

 ※表示されない場合は、振替可能な検定手

数料は存在しないことを示します。 

 ※振替元の対象には有効期限があります。 

 ※振替を選択した場合、決済画面へは遷移

しません。 

 

検定手数料の支払い方法を確認できたら、

を押下すると決済申込確認

画面に遷移します。 

※決済申込確認は別資料となります。 
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【印刷について】 

電子申請受付番号は、問合わせ時に必要の

ため、メモを取るか、印刷しておく必要があり

ます。 

印刷する場合は、 を押下します。 

 

印刷画面が表示されるので、印刷ボタンを押

します。 
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⑫ 仮受付完了／受付完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫仮受付完了／受付完了 

【仮受付完了】 

検定手数料の支払い方法にペイジー（オンラ

イン方式）又はコンビニエンスストアを選択し

た場合、仮受付完了となります。 

 

 

願書情報入力画面で入力したメールアドレス

に、「仮受付完了メール」が自動的に送信さ

れます。 

 

仮受付完了は、検定手数料の支払いが完了

していない状態をいいます。 

 

検定手数料の支払が確認された時点で受付

完了となり、願書情報入力画面で入力したメ

ールアドレスに、「受付完了メール」が自動的

に送信されます。 

※支払期限内に手数料が支払われない場

合、申請は無効となります。 

 

【受付完了】 

クレジットカード、スマホ決済で、検定手数料

を支払った場合、受付完了となり、願書情報

入力画面で入力したメールアドレスに「受付

完了メール」が自動的に送信されます。 

 

※メールの送信について 

「電子申請の条件確認」画面中「3.申請に使

用するメールアドレスについて」で入力したメ

ールアドレスが誤っていたり、受信確認をしな

かったなどの場合、「仮受付完了メール」や

「受付完了メール」が届かないことがありま

す。 
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⑬ 受検票ダウンロード 

 

 

 

⑭ 受検票 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬受検票ダウンロード 

電子申請にて受検申請された受検者は、受

検票を各自でダウンロードすることになります

（検定の概ね１０日前からダウンロード可能で

す。）。 

 

電子申請受付番号、フリガナ、生年月日を入

力して、 を押します。 

受検票は、PDF ファイルで作成されます。 

※PDF ファイルを表示するためには、Adobe 

Acrobat Reader が必要です。 

 

を押下すると、②電子申請トップ画

面に戻ります。 

 

 

 

⑭受検票 

受検票は、１ページで出力されます。 

検定日当日には、受検票を持参してくださ

い。 

受検票には、写真の貼付（糊付け）が必要で

す。 
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⑮ 領収書 

 

 

⑯ 領収書 

 

 

 

 

 

 

⑮領収書ダウンロード 

電子申請にて受検申請された受検者は、領

収書を各自でダウンロードができます。（検定

翌日から翌年度末までダウンロード可能で

す。） 

 

電子申請受付番号、フリガナ、生年月日を入

力して、 を押します。 

領収書は、PDF ファイルで作成されます。 

※PDF ファイルを表示するためには、Adobe 

Acrobat Reader が必要です。 

 

を押下すると、②電子申請トップ画

面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

⑯領収書 

領収書は、１ページで出力されます。 

※画像は消防設備士のものです。 


